
岩沢北部地区審議会委員選挙特集  

 

飯能市土地区画整理事業ニュース 
 

平成２７年５月８日号 
 

 
 

 岩沢北部土地区画整理審議会委員選挙について、次のとおり立候補の届け出がありま

したのでお知らせします。立候補者が選挙すべき委員の数を超えなかったため、５月１

７日（日）に予定していた審議会委員選挙は行いません。 

 ※立候補届出期間 平成２７年４月１３日（月）～４月２３日（木） 

 

◆ 岩沢北部土地区画整理審議会委員選挙立候補者（届出順、敬称略） 
 

  １ 宅地の所有者が選挙する委員の候補者（選挙すべき委員数：７人） 

番号 氏    名 住    所 

１ 綿
わた

 貫
ぬき

 惠
しげ

 夫
お

  飯能市大字岩沢９６８番地 

２ 榎
えの

 本
もと

 敏
とし

 男
お

  飯能市大字岩沢６７番地の１ 

３ 宮
みや

 岡
おか

 幸
ゆき

 雄
お

  飯能市大字岩沢２３１番地の４ 

４ 粕
かす

 谷
や

 靖
やす

 夫
お

  飯能市大字岩沢５４２番地の４ 

５ 平
ひら

 居
い

 仁
に

 兵
べ

 衛
え

  飯能市大字岩沢６０５番地７ 

６ 雨
あめ

 間
ま

 保
やす

 弘
ひろ

  飯能市大字岩沢６４８番地 

７ 信
のぶ

 田
た

 光
みつ

 康
やす

  飯能市大字岩沢６９８番地の１ 

 

  ２ 宅地の借地権者が選挙する委員の候補者（選挙すべき委員の数：１人） 

    立候補者なし 
※ 届出期間内に立候補はありませんでしたので、任期満了（平成３２年６月）まで 

欠員となります。   
◆審議会委員選挙の投票は行いません 
 

 審議会委員選挙につきましては、候補者の数が選挙すべき委員の数を超えなかったた

め、５月１７日（日）に予定していた選挙の投票は行いません。上記立候補者については５月

１８日、当選人の公告及び通知をもって審議会委員となります。 

 

 

 

 

 



 

 

 

○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います  

☆区画整理継続地区☆ 

土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀・フェ

ンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が

必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土

地区画整理事務所にご相談ください。 

☆区画整理除外地区☆  

土地区画整理事業から除外された地区で土地の区画形質の変更・建築行為・工作物

等の設置を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。着手する日の

30 日前までにまちづくり推進課へ届出が必要になります。また、都市計画道路予定

地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。

建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所また

はまちづくり推進課にご相談ください。 

 

○権利変動の届出のお願い  

  土地区画整理地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありま

したら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお

願いします。 

 

○迷惑駐車について 

  岩沢地内の道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を

誘引するほか、火災などの緊急事態に消化活動等が遅れる原因となります。また、邪

魔にならないと思っていてもご近所へ迷惑をかけていたりすることもあり、ご近所間

のトラブルになる可能性があります。ルールを守り、みんなが住みよいまちにしまし

ょう。 

 

 

 

 

 

 

編集発行  飯能市土地区画整理事務所 
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